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5. 2021年の社会経済発展計画及び国家予算案の
履行に向けた主要な課題と解決策に関する政
府の決議草案

6. 家庭内暴力防止管理法（改正版）の策定に関す
る提案

7. 2020年1月1日から政令第32/2019/ND-CP号で
定めた入札結果があるまでの期間中のハノイ地
域における公共製品・サービスの提供への支払
いについて

8. アウトソーシングを利用する企業の輸出用製品
の製造のための輸入品に対する処理

9. 政府の作業チームの2020年11月のタスク実施
と作業成果について

2020年12月12日にグエン・スアン・フック首相は以下の注目すべき内容を含めたた決議第178/NQ-CP号（以下、「決
議178」という）に署名しました。

概要

1. 決議第01/NQ-CP号の実施、ベトナム2020年
の11ヵ月期間と11月の社会経済状況、
Covid-19パンデミックの予防についての評価

2. 中部地方における台風・水害への対応・回復
活動

3. 2020年の公共投資資金の履行・支出の状況
及び公共投資支出促進の解決策、2021年の
国家予算案のアサインメント

4. 2020年の国家予算徴収の状況と計画達成
への提案

当アラートではアウトソーシングを利用する企業の輸出用製品の製造のための輸入品に対する処理を定める第8条
に関するアップデートを絞ってお届けいたします。
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輸出製品の製造のための輸入品に対する関税免除

現在の法的根拠

• 2016年9月1日付の政令第134/2016/ND-CP号、第12条第2項に

は輸出品製造のための輸入品の免税の根拠は、次のように記
載されています。「輸入業者は生産施設において輸出品製造
のために輸入された原材料・部品と整合性のある機械設備を
所有または使用する権限を有している必要があります。」

税関総局によるガイダンス

税関総局は政令第134/2016/ND-CP号、第12条の適用に関するガ

イダンスについて多くの公式文書を公布しています。詳細は下
記のとおりです。

• 2016年12月8日付のOfficial Letter No.11567/TCHQ-TXNKの付録
のポイント11には次のように記載されています。「企業が

他の企業に製造工程の完全または一部を加工委託した場合、
免税や税還付の対象となりません。」

• 2018年11月1日付のOfficial Letter No.6740/TXNK-CST、2019
年1月3日付のOfficial Letter No.79/TCHQ-TXNK、及び2020年2
月14日付のOfficial Letter No.858/TCHQ-TXNKのいずれも以下
のように規定しています。

「2016年9月1日より、組織または個人が輸出製造目的で商

品を輸入しているが、当該輸出製品の製造を完全に直接製
造していない場合（すなわち輸入された原材料・部品の一
部又は全部を他の組織又は個人に1つ又は複数製造工程の

加工を委託し、その後、製品を引き取って仕上げ、輸出す
る場合、又は自らに1つ又は複数製造工程を担い、他の組
織又は個人に1つ又は複数製造工程の下請加工を委託し、

その後、製品を引き取って仕上げ、輸出する場合）、政令
第134/2016/ND-CP号に規定されている免税の要件を満たし
ていないことになります。」
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現状の課題

• 税関当局は、輸出製造企業が輸出品の製造を1つまたは複

数の工程を加工委託し、その後、加工された製品を引き
取って仕上げ、輸出するケースを多く指摘しています。こ
れらのケースにおいては、税関当局が当該輸入材料に対す
る関税や付加価値税（VAT）を追加徴収する措置を講じて
います。

• 製造工程の一部を加工委託することを余儀なくされる企業
の中には、製造工程においてアウトソーシングが発生する
ことにより、ビジネスモデルを輸出製造から輸出加工へ変
更した企業もあります。しかし、このようなモデル変更は
取引先との原材料の仕入、販売、譲渡、輸出契約の成立な
どの問題が生じる可能性があります。

決議第178号/NQ-CP号の第8条

政府は、財務省による下記提案に同意しました。

• 輸出製造企業は製造の1つまたは複数の工程をアウトソーシン

グし、未完成の製品を引き取って仕上げ、外国に輸出する場
合、免税を享受することができます。

• 関税・付加価値税（VAT)を既に納付している対象企業は規定
により還付を受けることができます。また、税金追徴に関す

る通知があったが、未だ納付していない場合には、遡及徴収
は行われません。

• 税関当局が本規定の悪用を防ぐための厳格な管理措置を策定
する必要があり、この規定の内容を即座にレビューし、政令
第134/2016/ND-CP号の改訂版に追加するよう指示しました。

弊社の推奨事項

• 財務省・税関総局のガイダンスに基づき、適切な生産やビジ
ネスモデルを準備するために、必要に応じて、事業運営の見
直しを行うこと

• 企業が外注による加工用原材料に対して税金を既に納付して
いる、又は追徴された場合、税還付申請のために、納付され
た税金の金額を確認し、また、追徴が課されたが、未納付の
税金金額を今後のの適切な事業計画策定のために確認します。

• 税還付手続などの際、税関当局とやり取りへのサポートのご
希望がある場合は、お問い合わせください。
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